
元
朝
の
法
制
に
お
け
る
入
命
賠
償

　
、
　
　
　
　
　
1
焼
埋
銀
と
私
和
銭
に
つ
い
て
ー

－
　
　
　
　
　
　
　
岩
　
　
　
村
　
　
　
　
　
　
忍

　
　
　
さ
き
に
私
は
元
朝
に
お
け
る
答
杖
刑
の
打
敬
が
、
歴
朝
の
刑
罰
と
　
　
は
た
し
か
に
一
種
の
贋
金
制
で
は
あ
る
が
、
焼
埋
銀
の
支
佛
に
よ
つ

　
　
異
な
り
七
と
い
う
端
数
を
以
て
終
る
の
は
、
蒙
古
人
の
個
有
法
に
基
　
　
て
刑
罰
を
免
か
れ
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
し
か
し
な
が
ら
僥
埋
銀
　
噸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
為
。
基
礎
的
原
理
に
お
い
て
、
果
し
て
　
　
と
ウ
ェ
ア
ギ
ル
ト
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
申
世
の
腰
金
制
と
の
間
の
　
1
5

　
　
ｳ
朝
の
法
禦
唐
暴
の
糞
鏡
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
里
で
も
三
つ
の
墨
霜
違
と
考
え
ら
れ
が
ち
な
の
は
、
ゲ
ル
マ
藷
一

　
　
あ
る
か
否
か
と
い
う
．
如
き
根
本
的
問
題
は
し
ば
ら
く
措
い
て
、
答
杖
　
　
族
の
贋
金
制
は
そ
の
多
寡
が
身
分
階
級
に
よ
つ
て
攣
つ
て
い
る
の
に

　
　
刑
の
打
数
の
特
異
な
黙
を
論
じ
た
る
に
關
連
し
て
、
同
じ
く
元
朝
法
　
　
封
し
、
焼
埋
銀
の
場
合
に
は
蝋
定
、
す
な
わ
ち
五
十
爾
で
あ
る
と
い

　
　
制
に
お
け
る
特
異
な
黙
と
し
て
の
嶢
埋
銀
の
制
度
に
つ
い
て
の
管
見
　
　
う
こ
と
で
あ
る
。
元
史
刑
法
志
及
び
元
典
章
の
豊
富
な
判
決
例
に
よ

　
　
を
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
て
見
る
も
、
大
体
五
十
爾
と
い
う
額
は
攣
ら
な
い
。
し
か
し
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
元
の
嶢
埋
銀
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
，
仁
井
田
教
授
が
屡
々
燭
れ
て
　
　
ら
事
實
は
果
し
て
そ
う
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
疑
問
な
き
を
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

　
　
お
ら
れ
る
。
藪
授
は
こ
れ
を
ゲ
ル
マ
ン
部
族
法
に
お
け
る
芝
Φ
同
ぴ
q
出
α
　
　
　
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
族
忙
お
け
る
ウ
ェ
ア
ギ
ル
ト
の
額
が
身
分

　
　
に
比
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
安
當
な
比
較
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
　
〆
階
級
を
示
す
最
も
重
要
な
指
標
で
あ
つ
た
こ
と
は
い
さ
さ
か
の
疑
い

証
　
る
。
も
つ
と
も
す
で
に
同
教
授
が
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
焼
埋
銀
　
　
も
な
い
。
古
代
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
肚
會
に
お
い
て
は
、
ウ
ェ
ア



1
2
@
ギ
ル
ト
の
額
か
ら
身
分
を
表
わ
す
言
葉
が
出
て
い
る
。
ま
た
人
命
賠
・
　
れ
ら
諸
氏
の
論
論
は
、
政
治
上
の
差
別
待
遇
を
読
く
に
詳
か
に
し
て

3　
　
償
金
（
ウ
ェ
ア
ギ
ル
ト
）
や
身
体
障
害
の
贋
罪
金
（
ブ
ッ
セ
）
が
加
　
＼
法
制
皮
的
考
察
に
お
い
て
飲
く
る
と
こ
ろ
あ
る
憾
み
な
し
と
し
な
い
。

　
　
害
者
の
法
に
よ
ら
す
、
被
害
者
の
所
属
す
る
部
族
の
法
に
よ
る
こ
と
　
　
し
か
し
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
読
す
る
こ
と
と
し
て
こ
こ

　
　
は
ゲ
ル
マ
ン
族
の
肚
會
に
お
い
て
通
有
の
現
象
で
あ
つ
た
。
從
つ
て
　
　
で
は
燭
れ
な
い
で
お
く
。
元
代
の
階
級
制
が
し
か
く
嚴
格
な
も
の
で

　
　
ウ
ェ
ア
ギ
ル
ト
の
最
も
重
要
な
特
徴
の
一
つ
は
、
そ
の
額
が
被
害
者
，
あ
つ
た
と
し
、
僥
埋
銀
が
人
命
賠
償
金
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

　
　
め
所
属
す
る
部
族
乃
至
身
分
に
糠
す
る
と
考
え
て
も
よ
い
。
と
こ
　
が
三
階
級
、
若
し
く
は
四
階
級
の
壌
れ
籔
し
て
も
同
額
で
あ
つ

　
　
ろ
が
も
し
僥
埋
銀
爾
が
同
額
で
あ
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
味
　
　
た
と
考
え
る
こ
と
に
は
論
理
的
な
矛
盾
が
含
奮
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
に
お
い
て
こ
脚
は
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
贋
金
制
と
は
か
な
り
異
な
る
　
　
し
か
し
實
際
に
は
焼
埋
銀
は
同
額
で
ほ
な
か
つ
た
と
い
う
誼
篠
も
皆

　
　
も
の
と
も
想
像
さ
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
假
り
に
澆
埋
銀
が
五
十
爾
　
　
無
な
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
た
と
え
ば
時
代
は
太
宗
の
時
で
あ
る
　
鴫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
の
同
額
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
蒙
古
人
の
中
原
識
定
以
後
の
　
　
が
、
ド
ー
ソ
ン
は
攻
ぎ
の
よ
う
な
話
を
傳
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　
．
1
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　ｧ
で
あ
つ
て
裳
し
も
起
源
か
ら
同
額
で
あ
つ
た
と
い
う
馨
に
は
　
中
國
人
の
籍
票
オ
ゴ
タ
あ
前
で
技
を
演
じ
た
こ
と
が
あ
・
噛

　
　
な
ら
な
い
し
、
同
額
制
は
蒙
古
固
有
法
が
中
國
の
王
朝
た
る
元
朝
に
　
　
　
つ
た
が
、
色
々
な
民
族
の
入
物
を
現
わ
し
た
申
に
、
頭
に
タ
ー
バ

　
　
お
い
て
形
式
化
し
た
結
果
に
過
ぎ
な
い
と
読
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
　
　
　
ン
を
巻
き
、
長
い
白
髭
を
た
ら
し
た
老
人
が
馬
の
尾
に
頸
を
結
び

　
　
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
は
軍
な
る
想
像
で
は
な
く
、
相
當
根
撮
を
も
　
　
　
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
⑱
が
あ
つ
た
。
カ
ー
ン
は
そ
れ
は
何
を
表
わ
・

　
　
つ
て
い
る
と
い
つ
て
よ
い
。
云
う
ま
で
も
な
く
元
朝
に
お
け
る
蒙
古
、
　
　
し
て
い
る
の
か
を
問
う
た
。
「
ム
ス
ル
マ
ン
の
捕
虜
が
蒙
古
兵
に

　
　
色
目
、
漢
人
、
南
人
の
四
階
級
が
法
的
に
も
、
現
實
に
お
い
て
も
か
　
　
　
曳
か
れ
て
ゆ
く
の
で
、
ご
ざ
い
ま
す
」
と
中
國
人
は
申
し
上
げ
た
。

　
　
な
り
嚴
格
な
制
度
で
あ
つ
た
こ
と
は
事
實
で
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
　
　
　
オ
ゴ
タ
イ
は
そ
の
演
技
の
申
止
を
命
じ
、
ペ
ル
シ
ヤ
と
中
國
の
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
既
に
箭
内
亙
博
士
、
蒙
思
明
氏
奪
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
か
ら
こ
こ
　
　
．
　
も
貴
重
な
産
物
を
寳
庫
か
ら
取
り
出
し
て
く
る
よ
う
に
命
じ
た
。

　
　
に
冗
読
す
る
必
要
は
な
い
。
も
つ
と
も
元
代
の
階
級
制
に
關
す
る
こ
　
　
　
彼
は
中
國
の
物
産
が
ペ
ル
シ
ヤ
の
そ
れ
に
及
ぱ
な
い
こ
と
を
示
し



　
　
　
て
云
つ
た
。
「
余
の
帝
國
内
に
お
い
て
中
國
人
の
奴
隷
を
持
た
な
　
　
　
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
い
富
裕
な
ム
ス
ル
マ
ン
は
い
な
い
が
、
マ
ホ
メ
ヅ
ト
教
徒
の
奴
隷
　
　
　
右
の
刑
法
志
の
記
事
に
あ
る
如
を
、
僥
埋
錫
ば
原
則
と
し
て
五
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
を
所
有
し
て
い
る
中
國
の
貴
人
は
存
在
し
な
い
。
チ
ン
ギ
ス
3
ハ
　
　
爾
で
あ
る
が
、
犯
人
が
會
赦
免
罪
の
場
合
に
は
、
倍
額
を
徴
取
さ
れ

　
　
　
ー
ン
の
法
律
で
は
、
輔
人
の
疏
知
加
矯
い
熱
轟
い
か
春
邸
金
邸
も
　
　
た
。
ま
た
元
典
章
、
新
集
、
刑
部
、
「
魯
凡
ア
在
幽
輕
重
儒
昌
徴
…
焼
婁
」

　
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
バ
リ
シ
ェ
を
償
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
申
國
人
の
生
命
は
櫨
　
　
の
例
に
見
え
る
よ
う
に
、
加
害
者
が
逃
亡
し
た
場
合
に
は
、
事
情

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
馬
扁
頭
の
債
値
し
か
な
い
、
と
あ
る
こ
と
を
心
得
よ
。
し
か
る
に
　
　
　
（
例
え
ば
苦
主
が
困
窮
し
て
い
る
如
き
）
を
勘
案
し
て
加
害
者
の
家

　
　
　
汝
ら
は
何
故
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
徒
を
敢
て
辱
め
ん
と
す
る
の
か
」
と
。
　
属
か
ら
嶢
埋
銀
を
倍
額
徴
集
し
て
苦
主
に
給
付
す
る
こ
と
も
あ
つ
た
。

　
　
　
そ
し
て
彼
は
そ
の
中
國
人
た
ち
を
腸
ら
し
め
た
。
（
傍
黙
は
筆
者
）
　
　
犯
人
が
死
罪
以
下
の
場
合
に
は
嶢
埋
銀
は
犯
人
か
ら
徴
集
し
て
官
が

　
　
右
に
よ
つ
て
蒙
古
の
人
命
賠
償
金
は
同
獺
で
は
な
く
．
色
臭
と
漢
、
馨
者
の
遺
族
籍
付
す
る
が
、
犯
人
礎
刑
饒
さ
れ
霧
倉
哨

　
　
人
或
は
南
人
と
の
間
に
相
違
が
あ
つ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
右
の
　
　
は
犯
人
の
家
屡
か
ら
徴
集
し
て
給
付
す
る
こ
と
は
右
の
通
り
で
あ
つ
　
1
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丈
に
お
い
て
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
封
中
國
人
の
場
合
で
あ
る
が
、
イ
ス
マ
　
た
。
但
し
僧
侶
、
道
士
の
よ
う
に
出
家
し
て
い
る
者
は
、
家
属
を
持
　
、
蝋

　
　
ラ
ム
教
徒
で
は
な
い
西
域
人
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
つ
た
か
は
明
か
　
　
た
な
い
と
い
う
假
想
に
基
い
て
犯
人
所
屡
の
寺
院
、
道
観
の
常
佳
鏡

　
　
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
元
朝
の
制
度
で
は
前
記
の
如
く
　
　
申
か
ら
徴
集
す
る
。
な
お
官
吏
が
公
務
執
行
の
際
に
怒
つ
て
人
を
殺

　
　
蒙
古
、
色
目
、
漢
人
、
南
人
の
四
身
分
階
級
に
分
け
ら
れ
て
い
た
の
　
　
し
た
場
合
、
刑
罰
を
受
け
且
つ
僥
埋
銀
を
支
梯
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
で
あ
る
か
ら
、
右
に
准
じ
て
い
た
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
は
な
い
で
　
　
い
。
そ
の
際
に
赦
に
會
え
ば
、
殿
降
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
僥
埋
銀

　
　
あ
ろ
う
。
從
つ
て
元
史
、
百
五
、
刑
法
志
四
の
冑
頭
に
見
え
る
　
　
　
　
｝
は
倍
徴
さ
れ
な
い
。

　
　
　
諸
殺
人
者
死
、
勿
於
家
属
徴
焼
埋
銀
五
十
爾
、
給
苦
主
、
無
銀
者
　
　
　
焼
埋
銀
は
右
の
よ
う
に
倍
徴
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
共
に
、
減
額

　
　
　
徴
中
統
紗
一
十
錠
、
會
赦
冤
罪
者
倍
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
．
　
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
元
史
、
百
五
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

ヨ

3
1
@
と
い
う
規
定
は
漢
人
、
南
人
に
の
み
適
用
さ
れ
る
原
則
を
述
べ
た
も
　
　
・
諸
昏
夜
行
車
、
不
知
有
人
在
地
、
誤
致
礫
死
者
答
三
十
七
、
徴
僥



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　
レ
バ
カ
　
　
ガ

皿
　
　
埋
銀
之
牛
、
給
苦
主
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
と
見
え
る
。
ζ
れ
は
左
の
元
典
章
、
四
十
三
「
焼
埋
鐘
不
レ
敷
官
司
支

ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス

　
　
と
い
う
一
條
が
あ
る
。
ま
た
焼
埋
銀
を
徴
さ
な
い
の
ば
、
被
害
者
が
　
　
給
」
の
條
に
當
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ウ
ケ
タ
ル
ニ
　
　
ノ
　
ヲ

　
　
同
居
の
親
屡
の
場
合
で
あ
つ
て
、
別
居
の
場
合
に
は
徴
集
す
る
。
す
　
　
　
大
徳
九
年
三
月
十
二
日
、
湖
廣
行
省
准
謡
中
書
省
容
一
、
大
徳
九
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ル
ダ
ニ
ア
ル
ト
キ
ノ
　
　
ホ
セ
ジ
ャ

　
　
な
わ
ち
同
巻
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
二
十
四
日
、
幹
脱
裏
有
時
、
大
都
馬
辛
右
丞
、
迷
兇
火
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
セ
ル
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
レ
ラ
　
　
ガ

　
　
　
饗
長
誤
聲
幼
致
死
者
、
杖
七
＋
七
、
鴛
者
穣
籏
銀
。
　
也
跣
謬
議
葉
佼
．
灘
蒲
ハ
繭
懇
驚
警
藻
論

　
　
ﾆ
見
え
る
。
同
居
の
場
倉
は
徴
さ
な
途
異
居
の
場
倉
は
後
　
諜
一
㌧
這
灘
．
酒
義
人
傘
合
死
的
人
懇
譲
響
批
藩

　
　
す
る
と
こ
ろ
は
・
僥
埋
銀
が
人
命
賠
償
金
で
あ
る
こ
と
の
一
つ
の
傍
　
　
　
與
的
焼
埋
鐘
、
添
昌
一
倍
一
、
於
昌
犯
人
名
下
一
、
教
與
有
來
儘
着
、
這

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゾ
ク
ラ
ガ
モ
ッ
テ
オ
レ
バ
　
ア
タ
エ
シ
メ
　
　
モ
シ
ド
ン
ナ
モ
ノ
モ
ナ
ケ
レ
バ
　
　
　
　
　
　
ガ
レ
バ
　
　
イ
カ
ガ
ト

　
　
誰
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
同
一
の
主
人
に
所
有
さ
れ
て
い
る
　
’
　
賊
毎
有
的
、
教
與
、
若
是
甚
慶
的
光
呵
、
官
司
與
呵
、
念
生
奏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
　
ズ
ル
ニ
　

ソ
ウ
セ
ヨ
ト
　

メ
ヲ

　
　
否
喪
（
躯
）
間
の
殺
人
蕎
居
親
属
の
例
に
準
じ
て
嶢
埋
銀
は
徴
　
呵
、
奉
・
書
・
一
、
誕
者
、
欽
・
此
。
．
　
　
　
　
哨

　
　
集
さ
れ
な
い
こ
と
は
元
典
章
・
四
十
二
「
打
昌
殊
モ
ノ
断
鵬
臨
タ
キ
驚
都
」
　
　
し
か
し
元
史
、
刑
法
志
の
記
事
は
不
完
全
で
あ
つ
て
、
犯
人
が
貧
困
　
1
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の
條
に
左
の
如
く
見
え
る
・
　
　
　
　
・
　
“
で
僥
埋
銀
を
轟
え
な
い
た
め
官
が
代
つ
て
支
給
す
る
に
至
る
前
に
、
轍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ル
ニ

　
　
　
至
元
三
＋
年
正
月
、
中
書
刑
部
、
中
書
省
筍
付
、
來
呈
。
議
得
、
　
　
財
産
が
な
く
て
も
家
屡
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
典
雇
す
な
わ
ち
身
柄
を

　
　
　
　
　
　
ノ
レ
ル
セ
ル
　
　

ハ
ハ
シ

　
　
　
廣
平
路
編
勘
到
打
昌
死
同
躯
劉
見
嚇
犯
人
路
黒
厩
、
理
合
レ
虚
レ
死
。
　
　
質
入
れ
さ
せ
て
勢
働
力
を
提
供
さ
せ
償
わ
し
め
た
り
、
小
見
を
奴
と

　
　
　
　
　
　
ハ
ヲ
ル
ノ
　
　
　
ス
　
ハ
シ
ヲ

　
　
　
焼
埋
銀
即
係
向
居
相
犯
一
、
不
レ
須
進
聾
。
都
省
准
・
擬
、
於
至
元
　
　
し
て
提
供
さ
せ
た
り
す
る
規
定
を
嵌
い
て
い
る
。
こ
れ
は
元
典
章
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ル
ノ
ニ
タ
タ
キ
コ
ロ
セ
ヨ
ト
メ
ヲ

　
　
　
ニ
十
九
年
十
二
月
初
三
日
、
奏
奉
聖
旨
節
該
、
敲
了
者
、
欽
レ
此
。
　
四
十
三
に
左
の
二
例
が
見
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
バ
　
ノ
ス
ル
　
　
ヲ
　
　
　
ス

　
　
犯
人
が
貧
困
で
嶢
埋
銀
を
支
彿
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
規
定
と
　
　
無
昌
財
賠
一
家
屡
典
雇
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ル
ニ
　
　
ノ
ニ
　
　
ガ
　
シ
　

ヲ

　
　
し
て
は
元
史
、
百
五
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
至
元
六
年
五
月
、
中
書
右
三
部
篠
昌
濟
南
路
虫
、
李
大
打
死
昌
王
大
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
キ
ノ
ス
　
　
　
　
　
　
ガ
キ
タ
メ
　
ノ
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
ス
ル
ニ
　
　
　
ハ

　
　
　
諸
闘
殴
殺
人
、
慮
徴
澆
埋
銀
而
犯
人
貧
窒
不
能
出
備
、
井
其
飴
親
　
　
　
合
・
徴
嶢
埋
銀
数
無
昌
財
可
「
・
賠
、
乞
昌
明
降
一
事
。
省
部
照
得
、
奮
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ノ
　
フ
　
ガ
　
　
ニ
シ
テ
レ
バ
　
　
　
ス
ぼ
　
　
　
　
メ
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
ニ

　
　
　
属
無
慮
徴
之
人
、
官
與
支
給
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
鷹
・
償
賊
、
貧
無
噌
「
可
レ
賠
者
輔
、
令
昌
家
驕
於
官
私
折
庸
、
其
侵
損
亀
於



　
　
八
冬
∬
令
舅
塵
・
覆
．
轟
、
襲
…
籍
付
w
如
録
未
垂
之
璽
、
こ
れ
が
鯉
化
し
た
も
の
が
ブ
・
セ
や
ウ
・
ア
ギ
ル
き
あ
つ
た
。

　
　
瀞
、
量
．
行
諦
ハ
産
マ
不
レ
在
薪
庸
之
辱
島
薮
討
藷
旦
、
准
露
報
復
は
同
族
或
は
部
塞
体
に
課
さ
れ
た
峻
嚴
な
義
壕
あ
る
か
ら
、

　
　
施
犠
帥
ム
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
賠
償
金
徴
取
乃
至
支
梯
も
ま
た
同
様
葱
そ
の
義
務
で
あ
つ
た
。
ア
ン

姦
兇
折
建
銭
・
．
、
　
　
　
　
　
　
グ
・
・
サ
ク
ソ
ン
旋
の
場
倉
慰
て
は
、
こ
の
馨
或
は
覆
金

　
　
至
元
二
＋
四
年
・
江
西
行
省
墨
錆
路
軋
藩
七
五
．
打
嚢
、
暫
支
佛
の
霧
は
父
系
及
び
母
系
の
血
鯵
課
さ
れ
て
い
た
が
、
父
系

　
　
　
八
マ
麹
犯
人
．
畏
舞
、
罫
．
堪
、
伊
驚
埋
整
、
隷
狸
制
の
蒙
嘉
會
で
は
父
系
の
一
族
が
あ
地
位
に
あ
つ
た
も
の
と
思
辱

　
　
　
人
．
親
属
謝
阿
陽
欺
侠
ゾ
臨
秒
伯
溢
七
五
生
前
上
有
昌
小
女
一
名
及
第
　
　
わ
れ
る
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
場
ム
ロ
に
お
い
て
、
領
主
は
犯
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　
　
　
シ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

　
　
　
屋
三
間
陸
田
山
地
一
段
計
二
畝
七
分
、
係
巾
兄
弟
溢
七
八
等
四
分
承
　
　
を
庭
罰
す
る
と
共
に
報
復
に
干
渉
し
、
或
は
こ
れ
を
制
限
し
、
同
時

．
盛
・
㌍
肌
蛋
葵
降
整
・
嚢
暫
田
産
轟
籔
罵
　
に
他
方
で
は
ウ
ェ
ア
ギ
ル
差
公
認
し
た
・
ア
ン
ζ
・
サ
ク
ソ
ン
㍗

　
　
蒲
．
不
が
及
藪
・
．
舞
．
鰹
將
藩
急
小
女
一
多
、
蟹
元
奉
，
聖
巳
法
で
は
・
殺
人
は
農
共
同
体
全
筐
關
す
る
事
件
で
、
ウ
ェ
ア
ギ
P

　
　@
置
・
給
薯
書
乞
誕
”
事
・
省
霜
暁
難
播
七
五
．
名
ガ
ト
は
そ
の
共
同
禁
案
す
る
瓢
で
あ
る
と
さ
れ
で
い
る
。
＝

　
　
　
下
．
謹
．
攣
肇
及
套
驚
謬
敷
、
影
藩
七
五
双
姦
一
多
、
　
さ
て
蒙
古
人
が
中
國
を
征
服
す
る
久
し
い
以
前
に
中
國
は
ヴ
、
ン

　
　
　
銑
翼
窪
婁
辱
就
便
断
鉱
苦
垂
、
牧
管
施
徳
．
　
　
デ
・
タ
や
ウ
ェ
ア
ギ
ル
あ
時
代
を
経
過
し
、
す
く
な
く
と
も
竪

　
　
以
上
に
引
用
し
莞
典
章
か
ら
の
三
例
は
重
要
で
あ
る
。
部
族
組
織
法
に
は
か
か
る
も
の
を
留
め
な
く
な
つ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
い

　
　
の
審
に
於
て
は
・
結
合
紐
帯
の
霧
が
個
人
の
み
な
ら
藁
團
の
　
か
に
蒙
古
人
が
絶
委
武
力
を
背
見
歪
し
て
齪
暴
姦
治
を
行
つ
た

　
　
死
命
を
も
制
す
る
の
で
・
同
族
の
人
の
間
の
相
互
的
霧
の
完
禁
と
は
い
え
、
中
國
砒
會
の
慣
習
と
全
く
背
馳
す
る
よ
う
な
製
蚤

　
　
常
量
求
さ
れ
る
・
從
つ
て
他
族
の
者
に
よ
つ
、
て
異
な
馨
を
蒙
に
糧
に
よ
つ
て
押
し
つ
け
る
こ
と
に
量
と
成
功
し
た
と
は
考
え

　
　
つ
た
場
倉
は
報
復
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
報
復
ら
れ
な
い
。
曾
て
私
が
論
じ
莞
朝
の
答
杖
刑
の
打
整
つ
い
て
も
、

鋤
籔
す
る
恐
怖
こ
そ
審
の
秩
序
維
持
の
磐
重
要
な
手
段
で
あ
り
、
元
朝
は
蟻
で
終
る
疑
の
蚕
に
代
え
る
に
七
で
絡
る
端
数
を
似
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@
て
し
た
が
、
こ
れ
も
歴
代
に
端
数
の
打
数
が
皆
無
で
あ
つ
た
わ
け
で
　
　
受
け
た
打
合
鐘
、
す
な
わ
ち
凶
種
の
示
談
金
を
返
還
さ
し
た
が
、
た

3　
　
は
な
く
、
宋
の
馬
如
く
三
、
五
、
七
、
八
で
絡
る
も
の
も
存
在
し
て
い
　
　
だ
そ
め
申
か
ら
法
定
の
僥
埋
銀
五
十
爾
だ
け
は
苦
主
、
す
な
わ
ち
被

　
　
た
の
で
あ
る
。
ま
た
歴
代
十
で
経
つ
て
い
た
最
下
刑
を
七
に
す
る
こ
　
　
害
者
の
家
薦
の
代
表
者
に
給
付
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
と
に
よ
つ
て
刑
罰
を
輕
減
し
た
と
も
い
え
る
、
尤
も
最
高
の
百
を
百
　
　
　
元
典
章
に
見
え
る
私
和
に
關
係
す
る
判
例
は
そ
の
他
次
ぎ
の
諸
條

　
　
七
に
増
加
は
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
見
え
る
。

　
　
　
中
國
の
歴
代
の
法
制
は
實
に
堂
々
た
る
も
の
で
．
そ
の
湖
る
こ
と
　
　
　
賜
死
4
堂
姪
”
（
巻
四
十
一
）
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　
ス
　
　
　
ヲ

　
　
の
古
さ
に
お
い
て
、
そ
の
完
備
し
た
る
窯
に
お
い
て
、
ま
さ
に
世
界
　
　
　
奴
殺
昌
本
使
一
（
同
右
）
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
エ
ル
ス
ヲ

　
　
に
冠
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
成
文
法
に
お
い
　
．
　
戯
殺
准
レ
和
（
同
四
十
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
テ
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
ス
　
ヲ

　
　
て
の
こ
と
で
、
堂
々
た
る
法
文
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
す
、
民
間
に
　
　
　
射
二
要
鵡
見
一
射
昌
死
人
一
（
同
右
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
ヲ
　
　
　
ス
　
ヲ
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

　
　
お
い
て
は
慣
習
法
が
依
然
と
し
て
盛
行
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
・
　
　
射
鹿
射
二
死
人
一
（
同
右
）
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0

　
　
人
命
賠
償
の
如
き
も
存
在
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
私
は
元
典
章
に
　
　
　
殿
．
嬉
．
騨
鑑
認
騙
戴
ル
鋭
追
濁
ム
（
同
右
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
　
散
見
す
る
私
和
鐘
或
は
打
合
鐘
と
い
う
も
の
が
こ
れ
に
當
る
の
で
は
　
　
こ
れ
ら
の
諸
條
を
通
覧
す
る
に
、
原
則
と
し
て
故
殺
、
謀
殺
は
私
和

　
　
あ
る
ま
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
例
は
幾
つ
か
あ
る
が
、
例
え
ば
雀
四
　
　
を
許
さ
す
、
私
和
の
鐘
物
は
返
却
せ
し
め
、
官
定
の
僥
埋
銀
の
み
を

　
　
十
二
の
「
因
姦
謀
殺
本
夫
」
の
例
で
は
、
姦
夫
が
姦
婦
と
通
謀
し
て
　
　
給
付
せ
し
め
て
い
る
。
但
七
近
親
の
殺
害
者
と
私
和
し
た
場
合
に
は

　
　
姦
婦
の
夫
を
殺
害
し
た
事
件
の
判
例
の
末
尾
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
罰
則
が
左
の
如
く
存
在
す
る
（
「
奴
殺
本
使
」
の
例
）
。
　
．

　
　
　
餌
於
昌
元
弥
げ
合
鎮
匹
、
鶴
墜
嶢
埋
銀
五
＋
爾
輔
、
給
聾
苦
圭
、
　
・
　
知
昌
卿
駕
肺
考
不
レ
告
罪
狙
・
奮
働
w
組
父
母
父
母
及
キ
儲
鳳
↓
触
酬
レ
殺
・

　
　
　
　
　
ハ
ス
　

ニ
　
カ
ニ
ケ
ヲ
　
セ
ル
　
ハ
メ
　
　

ユ
ル
セ
ル
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
セ
ル
ハ
　
　
　
　
　
　

わ
　
　
リ
セ
ル
ヲ
　

ノ
ヲ
　

テ

　
　
　
飴
敷
還
二
事
主
一
、
私
受
レ
財
私
和
罪
犯
爲
レ
係
官
司
准
一
レ
告
、
不
レ
合
呂
　
　
　
私
和
者
徒
四
年
、
錐
レ
不
昌
私
和
一
、
知
レ
殺
二
期
以
上
親
一
、
経
三
十
耳

　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
ジ
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
レ
バ
　
　
テ
　
　
　
　
　
ズ

　
　
　
治
罪
輌
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
不
レ
告
者
、
減
一
一
二
等
哺
、
徒
二
年
。
二
罪
倶
有
、
從
一
一
重
者
一
論
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
被
害
者
の
同
居
の
家
属
が
加
害
者
の
家
属
か
ら
　
　
右
の
文
中
の
奮
例
は
金
の
泰
和
律
の
準
用
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
オ
ワ
レ
ル
ガ
　
ニ
テ
フ
ニ
ノ
ヲ
　
シ
テ
セ
ラ
レ
タ
リ

　
　
し
か
し
次
ぎ
の
例
の
ご
と
く
過
失
致
死
の
場
合
に
は
私
和
鐘
の
授
受
　
　
　
槍
昌
屍
傷
一
、
埋
畷
了
當
、
在
後
因
レ
箏
二
私
和
店
舎
、
事
獲
追
問
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
　
　
　
　
　

シ
　
　
テ
ニ
ぜ
ゼ
ン
ニ
モ
テ
ヨ
ル
ニ
カ
ノ
ガ
セ
ル
　
ヲ
　
ニ
レ

　
　
を
容
認
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
　
、
　
　
若
將
昌
陳
猪
狗
一
依
昌
已
定
一
断
、
却
縁
下
有
徐
斌
殴
二
死
張
驕
兇
一
艦
例
占
、

穀
転
．
　
　
　
　
　
　
洪
錬
蕃
欝
灘
磯
。
’
以
砦
樫
饗
蓋
篇
、
、

　
　
　
至
元
十
年
十
一
月
・
兵
刑
瓠
符
文
ゾ
太
原
路
來
軋
ド
陳
猪
狗
於
至
　
　
　
准
昌
私
和
一
是
爲
相
憲
。
呈
奉
一
都
堂
鈎
旨
一
、
逡
昌
本
部
准
擬
施
行
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ト
シ
ヲ
イ
イ
ヲ
テ
　
シ
テ
ヲ
ス
ヲ

　
　
　
元
七
年
十
】
月
初
一
日
、
與
小
舅
趙
羊
頭
作
レ
戯
、
相
昌
奪
乾
廊
一
、
困
　
　
射
套
鵡
兇
肖
射
昌
死
人
幅
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
　
躰
右
羅
忽
羊
頭
葱
頭
打
蟻
弩
死
轟
ア
得
瀧
．
塁
　
申
書
兵
裂
・
至
元
＋
年
＋
月
＋
音
祥
匁
箏
謬
九
歯
、

　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
ノ
ク
ビ
　
ヌ
　
　
　
　
　
　
シ
　
ラ
　
リ
　
　
　
ス
ト
　
　
　
　
シ
テ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ル
ニ
　
ヲ
　
ア
ル
キ
マ
ワ
リ
　
　
　
　
ヲ
　
　
ト
モ
ニ
タ
ワ
ム
レ
ニ
イ
タ
ル
ニ
　
ヲ

　
　
　
背
麻
縄
子
一
、
栓
昌
了
趙
羊
頭
頂
上
・
、
推
昌
構
自
絡
身
死
唱
、
背
來
到
レ
　
　
　
與
馬
帖
、
鄭
黒
厩
射
一
レ
虎
、
回
昌
栗
林
内
一
、
一
同
射
昌
要
鵬
児
一
、
…

　
　
　
家
問
轟
和
箒
礁
陳
瓢
伽
藝
甦
久
、
又
離
交
詠
　
巖
樹
経
削
琶
將
静
帖
一
射
倣
菟
謹
饗
、
聾
琶
肌
狐

　
　
@
陳膜
炎
ｵ
講
に
＋
七
通
属
＋
山
．
混
纏
二
汁
四
毅
耳
暑
慮
豊
轟
築
人
薫
ぎ
g
耀
失
、
鴨

　
　
　
日
趙
羊
頭
屍
首
埋
確
了
當
、
不
昌
曾
初
復
槍
一
、
至
昌
閏
十
一
月
内
輔
、
　
　
　
擬
罰
紗
一
定
與
出
被
死
之
家
一
、
充
昌
嶢
埋
之
資
一
、
苦
主
私
和
二
百
九
　
2
1

　
　
　
爲
袈
釈
和
物
折
銑
店
隼
霧
鍔
阜
捕
鵠
乳
蒋
罷
招
誰
完
　
＋
貧
墜
携
外
・
鯨
歳
舞
嚢
主
　
ρ
・
，
　
　
噛

　
　
　
セ
リ
シ
テ
フ
　
ヲ
　
テ
ヲ
　
　

ス
ル
ニ
　
ニ
ル
ニ
　
　
ノ
ニ
　
　
ガ

　
　
　
備
、
申
乞
二
照
験
一
。
得
レ
之
都
省
照
得
、
　
先
篠
昌
大
名
府
申
輔
、
徐
斌
　
　
右
の
二
件
の
判
決
例
の
中
、
前
者
は
「
戯
殺
」
で
あ
り
、
後
者
は

　
　
　
　
セ
ル
ニ
　
　
　
ヲ
　
　
カ
レ
ノ
ガ
ジ
ダ
ン
シ
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
　
　
シ
タ
ル
ハ
　
　
　
　
ヲ

　
　
　
殴
昌
死
張
騙
兇
一
、
伊
母
告
欄
、
不
二
曾
槍
屍
一
、
受
昌
詑
私
和
銭
物
一
、
　
　
「
過
失
殺
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
戯
殺
は
私

　
　
　
シ
テ
ジ
タ
ル
ニ
ノ
ヲ
　
ニ
　
ノ
　

ハ
ラ
イ
　
ヲ

　
　
　
呈
奉
＝
都
堂
鈎
旨
輔
、
既
張
騙
兄
母
阿
許
自
願
告
免
輔
、
不
レ
須
瓢
理
昌
　
　
和
あ
れ
ば
私
和
を
許
し
た
が
、
過
失
殺
の
場
合
に
は
私
和
を
許
さ
な

　
　
　
魯
銘
物
Ψ
亦
盛
妙
鷺
登
。
今
來
本
部
揮
議
…
儒
リ
ニ
陳
猪
狙
飢
泓
脇
與
昌
　
　
か
つ
た
。
こ
れ
は
「
射
要
鵬
鄭
射
死
人
」
の
前
に
見
え
る
「
射
鹿
射

　
　
　
小
量
留
趙
羊
蝋
於
河
下
．
瓶
一
馳
、
羊
蝋
與
出
猪
狗
一
闘
争
作
戯
遅
も
、
與
二
　
死
人
」
の
例
に
よ
つ
て
も
明
か
で
あ
る
。
ま
た
故
殺
で
、
加
害
者
と

　
　
　
　
　
　
イ
イ
　

テ
　

ヲ
テ
　
　
　

ス
ル
コ
　
シ
　
　

ハ
ウ
ツ
ブ
セ
ニ
レ
テ
ニ

　
　
　
羊
頭
一
相
事
、
用
昌
右
拳
一
於
後
心
一
打
了
一
拳
、
本
人
合
レ
面
倒
レ
地
身
　
　
被
害
者
と
の
關
係
が
奪
長
と
卑
幼
に
當
る
と
い
う
複
雑
な
ケ
ー
ス
の

　
　
　
死
。
り
蕗
是
一
匹
哉
致
一
倣
人
動
、
稚
鷲
黙
詑
陳
猪
狙
店
舎
地
基
牛
脇
　
　
　
私
和
の
例
と
し
て
次
ぎ
の
「
鵬
死
堂
姪
」
が
あ
る
。
　
　
　
、
・

脚
准
舞
物
更
令
陳
猪
舞
趙
旺
児
藩
岬
麹
等
罐
窟
温
曾
　
大
徳
五
年
五
月
二
＋
八
日
、
江
西
行
織
郵
宴
昼
巻
、
來
雀



　
　
　
　
　
ノ
　

シ
タ
ル
　
　

ガ
メ
　

ノ
　
　
　
ガ
昌
リ
シ
　
セ
ル
ヲ
ノ
　
　
　
　
　
　
　

テ
　
　

ヲ
シ
テ
ト
シ
カ
ル
ペ
シ
　

．
　
シ
　
　
シ
テ
7
　
　
　
ヲ

ー
8@
　
嚢
州
路
聾
問
得
、
周
千
六
爲
匹
遠
房
姪
周
季
四
意
蝉
索
要
二
兀
賃
房
　
　
　
田
土
一
令
一
周
阿
李
爲
レ
主
相
慮
。
都
省
准
擬
、
啓
講
昌
照
瞼
施
行
一
。
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ヲ
テ
　
　
ヲ
テ
オ
バ
　
ヲ
シ
セ
シ
メ
タ
リ
シ

　
　
　
銭
一
、
反
行
昌
殿
罵
鰍
捧
一
、
因
レ
此
將
昌
周
季
四
一
腸
傷
身
死
。
取
到
昌
唱
　
　
右
の
判
決
文
中
に
注
意
す
べ
き
黙
が
二
つ
あ
る
。
U
つ
は
判
例
と
し

　
　
　
　
　
　
ヲ
ス
ル
ニ
ガ
シ
タ
ル
ハ
ル
ノ

　
　
　
干
人
招
詞
、
本
省
看
詳
、
周
千
六
腸
死
周
季
四
係
西
從
堂
姪
麻
　
　
て
墨
げ
て
い
る
張
秀
な
る
者
が
別
居
の
吹
孫
張
聚
を
殺
害
し
た
事
件

　
　
　
　
ニ
シ
テ
フ
ヲ
リ
ニ
ス
ル
ニ

　
　
　
之
親
剛
、
春
講
昌
定
奪
一
。
塗
荊
部
一
照
得
、
大
徳
四
年
七
月
二
十
五
日
、
　
　
の
申
に
腰
罪
紗
が
見
え
て
い
る
黙
で
あ
る
。
こ
れ
も
私
和
銭
の
一
種

　
　
　
　
ス
ル
ニ
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
ノ
　
ニ
　
　
　
　
　
　

ノ
セ
ル
　
　

ノ
　
昌
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
（

　
　
　
承
奉
・
中
書
省
判
塗
、
本
部
呈
、
保
定
路
備
琢
州
申
、
張
秀
歌
招
、
　
或
は
一
類
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
但
し
恐
ら
く
は
加
害
者
の
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ノ
　
ガ
セ
ル
ト
キ
ヲ
ソ
ノ

　
　
　
大
徳
二
年
七
月
十
七
日
、
與
・
別
居
次
孫
張
眞
一
除
掃
昌
牛
糞
、
有
　
　
秀
が
罰
贈
の
規
定
（
元
史
・
百
二
・
元
典
血
早
三
十
九
・
補
遣
。
同
三

　
　
　
　
ノ
　
ガ
ビ
ヲ
オ
バ
　
　
シ
　

モ
ト
ノ
　
ノ
　
　

ヲ

　
　
　
房
姪
張
聚
…
帯
・
酒
、
將
レ
秀
殿
罵
、
用
昌
元
桂
檀
木
拐
一
條
一
將
論
張
聚
噌
　
　
十
九
・
補
遺
等
）
す
な
わ
ち
七
十
歳
以
上
・
十
五
歳
以
下
及
び
篤
綾

　
　
　
　
シ
テ
　
　
セ
ル
ハ
　
セ
ル
ニ
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
テ

　
　
　
陽
打
身
死
、
擬
罰
贈
罪
、
大
徳
三
年
正
月
十
八
日
、
欽
遇
詔
恩
一
　
残
疾
の
者
に
該
當
す
る
者
と
思
わ
れ
る
。
他
は
右
の
末
尾
に
見
え
る

　
　
　
　
セ
ラ
ル
　
　
　
　
　
　
ス
ル
ニ
　
　
　
ハ
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　
　
セ
ル
ニ
　
　
　
　
シ
テ
　
セ
シ
メ
タ
ル
ハ

　
　
@
還
本
部
議
得
張
秀
因
耀
糠
遇
．
講
打
身
死
㌦
本
事
件
の
私
和
讐
關
す
る
匿
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
甕
箋
一

　
　
　
邸
係
・
卑
幼
有
・
罪
、
尊
長
殿
撃
致
死
一
、
　
例
慮
昌
杖
断
一
、
欽
遇
詔
　
　
解
で
あ
る
が
、
私
は
内
容
か
ら
見
て
右
の
よ
う
に
解
し
た
い
。
こ
の
　
2
2

　
　
　
墨
禽
鶴
輩
導
焼
埋
畿
疑
追
麹
．
腕
嫌
張
藷
謬
婁
件
は
元
曲
ハ
章
の
分
類
か
ら
い
え
ば
故
殺
に
畢
る
餐
袈
者
と
【

　
　
　
ノ
　
シ
レ
パ
　
ニ
セ
ル
ニ
シ
フ
　
ヲ
　
シ
テ
ズ
ル
ニ
ノ
ヲ
　
リ

　
　
　
敷
哺
、
若
係
詔
後
徴
到
一
、
合
・
行
二
回
付
一
。
呈
奉
皇
都
堂
鈎
旨
醐
、
塗
　
　
被
害
者
の
關
係
は
奪
長
と
卑
幼
で
あ
る
。
し
か
し
遠
縁
で
別
居
で
あ

　
　
　
　
ニ
　
シ
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
セ
シ
ム
　
　
ジ
　
ヲ
ソ
レ
ハ
ソ
レ
ト
シ
テ
　
　
ル
ニ
　
　
ヲ

　
　
　
刑
部
輔
准
レ
擬
、
革
撲
施
行
。
奉
レ
此
除
外
、
今
承
見
奉
一
、
本
部
参
　
r
る
か
ら
、
加
害
者
は
法
定
の
僥
埋
銀
を
苦
主
に
支
彿
わ
な
け
れ
ば
な

　
　
　
ス
ル
ニ
　
　
　
　
　
ノ
　
ハ
　
ス
ル
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
ガ
　
シ
カ
レ
ノ
　
　
ヲ
　
　
　
ル
タ
メ

　
　
　
詳
、
周
千
六
所
レ
招
、
因
下
遠
房
姪
周
季
四
賃
】
伊
房
屋
、
不
・
償
嘉
　
　
ら
な
い
。
他
方
、
加
害
者
は
私
和
鎮
と
し
て
田
土
屋
契
を
苦
主
に
渡

　
　
　
ヲ
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ル
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
シ
セ
ラ
レ
ル
ヲ

　
　
　
鐘
一
、
意
稔
中
（
唄
？
）
索
要
上
、
及
（
反
？
）
行
昌
殿
罵
徽
捧
一
、
致
レ
被
二
周
　
一
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
本
件
は
故
殺
で
あ
る
か
ら
當
然
加
害
者
に
返
・

　
　
　
　
ノ
タ
メ
ニ
　
　
シ
テ
ヲ
セ
ル
ハ
　
レ
ナ
リ
ト
ニ
リ
ガ
セ
ル
昌

　
　
　
千
六
賜
打
閏
、
経
隔
西
日
一
身
死
、
難
昌
是
遠
房
哺
、
終
係
且
奪
長
殿
死
昌
　
　
却
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
違
法
行
爲
に
樹
す
る
罰
金
と
し
て
私

　
　
　
　
タ
　
　
　
ト
シ
テ
ル
ニ
　
　
ニ
　
　
テ
　
テ
　
　
　
　
　
　
ス
ル
ニ
　
　
　
　
　
ニ
　
　
テ
　
　
　
　
　
シ

　
　
　
卑
幼
哺
、
例
鷹
二
杖
断
哺
、
却
縁
蕊
二
次
欽
遇
亀
詔
恩
繹
免
唱
、
依
レ
例
徴
給
‘
　
　
和
鐘
の
一
部
、
地
贋
に
相
當
す
る
中
統
妙
三
錠
二
十
爾
を
官
に
湊
牧

　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
ノ
エ
シ
ノ
　
　
ハ
　
ニ

　
　
　
僥
埋
銀
五
十
爾
輔
、
周
千
六
元
與
私
和
田
土
屋
契
、
既
於
昌
苦
主
周
　
　
し
た
。
擁
埋
銀
は
右
で
明
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
民
間
の
慣
行
を
踏

　
　
　
杢
〃
名
皿
溜
那
、
地
鼠
中
統
紗
三
錠
二
十
眠
凱
ザ
色
瀕
％
頁
ゾ
虻
鍔
パ
　
ま
え
て
導
入
さ
れ
た
制
度
で
は
あ
つ
た
が
、
駿
的
に
は
全
く
別
個
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ノ
ニ
ガ
シ
ヲ

　
　
も
の
で
あ
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
、
曾
人
劉
師
一
告
、
信
彰
妙
浮
帯
領
俗
兄
彰
曾
二
、
彰
曾
六
等
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　

ド
ヲ
　

シ
　
セ
ル
　
ヲ
ノ
　
　

シ
レ
ル

　
　
　
こ
こ
で
も
う
輔
つ
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
養
贈
銀
　
　
　
捉
艶
倒
張
徳
雲
和
膚
一
、
行
打
控
出
昌
眼
晴
一
等
事
。
取
責
到
彰
妙
漂
、
彰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ハ
　
　
ス
ル
ニ
ジ
お
ス
ル
ニ
　
ハ
ル
ニ

　
　
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
二
、
三
の
例
を
墨
げ
よ
う
。
元
典
章
、
四
十
一
の
　
　
　
曾
二
、
彰
曾
六
等
招
伏
、
在
レ
官
審
問
相
同
。
議
得
、
彰
妙
澤
係
塾

　
　
　
　
ス
ノ
ヲ
　
　
　
　
　

　
レ
ニ
ノ
　
ガ
　
シ
　
ニ
セ
ル
ヲ
シ

　
　
「
割
亀
断
義
男
脚
筋
こ
に
は
左
の
如
く
見
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
是
曾
人
一
、
因
丁
師
孫
張
徳
雲
節
次
理
二
詞
於
都
綱
司
輔
、
妄
廓
告
破
壌
鵠
砂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ニ
ル
よ
　
ノ
ヲ
　
　

ヲ
レ
ル
ト
ノ
ノ
ヲ
シ
ト
レ
タ
ル
　

ヲ
タ
メ
シ
テ

　
　
　
延
蕨
三
年
八
月
　
　
日
、
江
漸
行
省
筍
付
、
奉
昌
中
書
省
容
蝸
、
來
　
　
　
定
一
致
上
レ
令
レ
欠
皇
人
債
負
一
、
爲
・
仇
、
又
被
霊
占
管
昌
佳
持
圃
上
、
討
合
”
俗

　
　
　
盗
ド
漸
東
鴬
呈
、
台
州
路
乳
、
徐
華
駐
巻
ゾ
董
孝
英
将
昌
過
島
義
男
　
　
　
兄
彰
曾
二
、
彰
曾
山
岱
前
キ
與
昌
張
徳
雲
輔
尋
臥
將
菖
罵
侮
甥
徽
拡
㍗

　
　
　
　
　
　
メ
メ
ル
　

躍
　
ヲ
テ
ヲ
セ
ル
　

ノ
　
　
テ
ヲ
シ
ノ
　
　
ヲ
　
ニ
シ
テ

　
　
　
張
壽
孫
一
爲
レ
楡
二
難
隻
、
創
耳
、
銀
銀
一
、
用
レ
刀
刈
断
二
左
脚
筋
一
等
事
。
　
　
　
用
昌
木
柴
一
打
傷
昌
左
額
角
等
一
十
一
塵
一
、
敬
内
打
二
着
左
手
肘
骨
一
断

　
　
　
本
鴛
蒙
w
。
薯
匁
興
刀
非
俸
義
男
張
壽
孫
左
脚
眼
筋
刈
臨
、
、
、
　
郷
又
劉
騎
磐
沓
身
叢
、
彰
曾
二
箒
風
嚢
駕
本
信
手
足

蕪
難
講
熱
職
講
難
魁
．
難
．
鎌
擬
金
蘭
鵡
綿
雛
嚢
罐
鐸
壌
野

　
　
　
議
織
。
華
課
聡
畢
男
張
壽
静
一
聾
裂
墾
・
墾
・
・
斜
逡
俗
諭
甥
度
陰
殿
癒
彰
曾
二
轟
依
彰
妙
況
麹
犯
　
肇
、
一

　
　
　
纈
亀
本
人
酸
粍
風
刀
罫
左
脚
筋
刈
晦
捲
艦
藤
峯
．
肇
所
　
杖
断
九
＋
七
下
彰
豊
盆
整
妙
窺
墓
、
驚
麗
影

　
　
　
狙
餐
兇
残
．
情
理
深
毫
嵐
．
魚
算
＋
茎
粟
勤
。
、
　
塁
之
母
．
些
彰
曾
爵
狙
藝
筆
、
鶴
八
‡
五
触

　
　
　
星
・
郵
張
壽
欝
宗
輔
・
餌
聾
董
孝
薯
工
郵
中
蕩
吾
、
礁
鞍
妙
翫
流
霧
鋳
北
霧
馨
佳
晦
、
．
、
翫
申
昌
馨
歴
、

　
　
　
（
？
）
璽
聾
謬
之
資
稿
曜
．
具
呈
照
詳
玖
働
之
都
省
ド
翼
　
照
誌
明
墜
・
A
麹
養
晦
申
統
塑
＋
嵐
、
働
働
薦
彰
妙
激
親
騒

　
　
　
隈
綴
．
鶴
諦
蟹
暮
・
　
　
　
　
　
．
彰
曾
奢
義
藩
億
至
大
元
爵
土
月
＋
唱
R
回
誌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　

ヲ
シ
テ
ル
昌
ノ
ヲ
リ
昌
o
ス
ル
昌
　
　
ノ
ハ
ス
ル

　
　
も
う
一
例
を
墨
げ
て
み
よ
う
。
左
は
元
典
章
、
四
十
四
の
「
鐵
昌
弊
爾
　
　
　
省
筍
一
、
移
准
昌
中
書
容
一
、
途
菖
刑
部
唱
議
得
、
曾
人
彰
妙
浮
所
7
招
、

　
　
ノ
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

テ
フ
ヲ
　
ノ
　

ヲ
　
レ
ノ

　
　
眼
讐
晴
こ
の
條
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
用
レ
争
管
常
佳
田
産
等
物
一
、
同
克
彰
曾
二
等
一
將
昌
櫓
人
張
徳
雲
一
殴

鋤
至
大
元
年
五
旦
蓑
州
纂
遊
西
行
省
豊
費
断
導
宜
春
既
、
郷
及
用
鐵
火
餌
聾
張
徳
雲
眼
内
薮
蔦
不
シ
雫
歎
マ
簿



　
　
　
　
ニ
ケ
．
　
　
　
ル
　
ヲ
　
　
ヲ
パ
　
　
　
ヲ
　
　
　
シ
　
　
昌
ラ
シ
ム

脚
　
　
倶
碑
、
不
レ
能
・
覗
・
物
、
及
將
呂
在
手
肘
一
打
傷
骨
噺
『
巳
成
昌
慶
疾
嫡
。
　
　
嶋
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
共
同
体
の
一
員
に
樹
す
る
加
害
は
そ
の
共
同

　
　
　
　
ス
ル
ニ
　
　
ノ
ハ
ス
　
　
モ
シ
　
ハ
ニ
　
セ
ル
モ
シ
ニ
ス
ラ
ク

　
　
　
参
照
、
彰
妙
浮
所
犯
、
残
害
尤
重
、
罪
既
断
詑
、
比
レ
例
擬
合
、
　
　
体
全
体
に
樹
す
る
加
害
と
見
徹
し
て
、
報
復
或
は
賠
償
金
を
要
求
乃

　
　
　
シ
ク
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
シ
テ
　
　
畠
　
テ
シ
メ
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
オ
バ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
均
徴
昌
申
統
砂
二
十
定
一
給
昌
付
苦
主
一
充
轟
養
謄
之
資
一
、
及
將
主
犯
人
　
　
至
強
制
し
た
例
は
あ
つ
た
の
で
、
次
ぎ
は
こ
れ
を
誰
す
る
も
の
で
あ

　
　
　
彰
妙
浄
遷
秘
謬
発
奄
鶴
．
欄
．
罵
量
詳
・
都
篭
胸
薦
　
ろ
う
（
元
典
黛
四
＋
二
）
。
　
　
、
　
　
　
　
鰐

　
　
　
　
セ
シ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ス
コ
ノ
ヨ
メ
ガ
　
セ
ル
タ
メ
　
　
ガ
ト
レ
ル
ハ
　
　
セ
シ
ム

　
　
　
施
行
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
婦
自
害
親
属
要
銭
追
還
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　
　
セ
ル
昌
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
右
の
二
判
例
で
明
か
な
よ
う
に
、
養
購
銀
は
身
体
傷
害
に
封
す
る
賠
　
　
　
至
元
十
年
八
月
、
中
書
兵
刑
部
會
験
、
至
元
八
年
十
一
月
、
刑
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ノ
ヲ
　
シ
ニ
シ
コ
レ
ラ
ノ
ガ
セ
ル
ガ

　
　
償
金
で
、
こ
れ
も
僥
埋
銀
と
同
様
に
刑
罰
と
は
猫
立
の
も
の
で
あ
る
。
　
　
承
鵠
奉
尚
書
省
笥
付
一
、
行
ゴ
下
各
路
一
禁
約
騨
一
等
人
家
、
取
到
男
婦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ヲ
ク
　
　

ガ
テ
ニ
ス
ル
昌
二
昌
セ
呂

　
　
仁
井
田
教
授
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ゲ
ル
マ
ン
部
族
法
　
　
　
不
レ
務
一
婦
道
一
、
靡
レ
所
レ
不
レ
爲
、
翁
婆
依
レ
理
訓
戒
、
終
心
不
レ
伏
、
途

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
テ
　
　
セ
ル
ニ
　
ノ
　
　
　
　
ガ
　
　
　
シ
　
　
　
チ
　
イ
　
　
　
ス
ル
ヲ
　
　
　
ヲ

　
　
に
お
け
る
∪
σ
二
器
。
に
類
似
す
る
と
云
つ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
お
　
　
　
自
害
身
死
㍉
其
婦
父
母
知
會
、
便
行
盛
部
嶺
人
衆
、
將
昌
翁
婆
一
掌
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
ス
ル
　
ヲ
ヲ
オ
ワ
ン
ヌ
ル
ニ
　
ノ
昌

　
　
そ
ら
く
養
購
銀
と
は
身
体
傷
害
に
關
す
る
賠
償
金
で
、
人
命
賠
償
金
　
　
　
執
逼
嚇
、
取
鵠
要
嶢
埋
鐘
一
公
事
占
去
詑
。
今
嫁
昌
延
安
路
申
輔
、
至
元
九
　
2
4

　
　
と
し
て
の
僥
埋
銀
に
相
い
摩
る
も
の
で
あ
つ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
　
年
二
月
喋
蜘
墾
縣
軍
戸
張
薯
∵
至
元
八
年
七
月
＋
四
耳
簡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
ノ
　
　
　
ガ
　
　
　
セ
　
　
　
ニ
　
　
　
イ
　
　
　
　
シ
テ
　
セ
ル
ニ
ソ
ノ
　
　
　
　
　
（
　
　
　
シ
テ

　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
弟
妻
阿
高
不
レ
伏
昌
騙
使
一
相
宰
、
自
経
身
死
、
伊
父
高
山
要
昌
詑
焼
埋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
シ
タ
リ
ス
ル
ニ
ナ
リ
シ
ガ
セ
ル
　
ノ

　
　
　
さ
て
こ
の
よ
う
に
元
代
中
國
に
お
い
て
は
過
失
致
死
は
勿
論
、
故
　
　
゜
　
鐘
敷
一
、
私
和
。
取
勘
是
實
。
照
依
下
省
部
追
断
瀦
州
上
黛
縣
民
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ノ
　
ガ
ラ
イ
ズ
ル
ヲ
ニ
セ
ル
ニ
ソ
ノ
ノ
　
ガ
シ
ヲ

　
　
殺
、
謀
殺
の
場
合
に
あ
つ
て
す
ら
も
打
合
或
は
私
和
と
構
し
て
人
命
　
　
　
萢
用
男
婦
連
師
姑
自
行
レ
投
レ
井
身
死
、
伊
兄
蓮
猪
狗
部
昌
領
八
衆
輔
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ル
ノ
ヲ
　
昌
　
　
　
ガ
モ
ト
ト
レ
ル
　
ノ
　
　

シ
テ
　
ニ
　
セ
シ
メ

　
　
賠
償
を
行
う
慣
習
が
存
在
し
て
い
た
。
元
朝
は
蒙
古
人
の
個
有
法
た
　
　
　
恐
二
嚇
銭
物
一
膿
例
上
、
將
昌
高
山
元
要
張
輻
饅
物
噌
追
画
本
主
一
牧
管
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
　
　
　
　

ツ
テ
ヲ
　

ス
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
ニ
　
　

ノ
昌

　
　
る
人
命
賠
償
制
を
僥
埋
銀
と
い
う
形
に
お
い
て
中
國
に
適
用
し
た
の
　
　
　
傍
將
菖
高
山
一
量
レ
情
断
罪
外
、
於
至
元
九
年
十
一
月
、
嫁
昌
安
塞
塞
申
噌
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　

ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ソ
ノ
ノ
ノ
　
　
ガ
メ
ミ
ヲ

　
　
は
、
か
か
る
事
實
を
考
慮
に
入
れ
、
蒙
古
法
を
導
入
す
る
に
當
つ
て
　
　
　
雷
金
歌
告
、
至
元
七
年
二
月
初
九
日
、
有
男
婦
劉
閏
仙
爲
下
踏
レ
碓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
タ
ル
ソ
ノ
ガ
　
シ
ソ
ノ
ハ
　
シ
テ
柳
ル
ニ
ソ
ノ
ノ
　
ガ

　
　
中
國
肚
會
の
慣
習
を
利
用
し
た
も
の
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
早
く
か
　
　
　
將
昌
柳
拷
姥
一
壊
了
、
伊
婆
署
罵
、
本
婦
自
総
身
死
、
伊
兄
劉
寛
要
昌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脅
　
シ
タ
ル
ハ
　
　
　
ヲ
　
　
　
セ
ル
ニ
イ
ジ
ナ
レ
バ
　
テ
　
昌
　
　
シ
　
セ
シ
ム
ル
昌
　
　
　
ノ
　
　
ハ

　
　
ら
形
式
的
法
制
が
完
備
し
た
中
國
に
お
い
て
も
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
　
　
　
詑
嶢
埋
鍍
物
唱
、
取
勘
相
同
、
　
依
’
上
行
下
追
回
、
　
去
後
其
劉
寛



　
　
　
　
ス
ヲ
　
ニ
　
　
　
イ
テ
　
　

ニ
　
セ
ル
ハ
　
　
　
　
シ
　
　
　
ヲ
く
　
　
　
　
ニ
　
テ
　

い
サ

@
　
　
　
　
セ
シ
ム

　
不
レ
肯
”
回
・
主
、
赴
主
府
告
、
奉
昌
到
批
邊
一
、
本
路
依
・
理
露
問
施
行
。
　
有
法
を
焼
埋
銀
の
形
に
お
い
て
中
國
に
導
入
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
ス
ル
ニ
ハ
ル
　
　
　

ノ
　

ノ
ニ
　
シ

　
府
司
議
得
、
　
此
係
下
至
元
七
年
未
奉
昌
省
府
禁
約
一
已
前
公
事
占
、
若
　
　
　
し
か
し
な
が
ら
蒙
古
人
の
個
有
法
と
中
國
の
慣
習
と
の
安
協
か
、

　
テ
　
ガ
ト
レ
ル
　
ノ
ニ
セ
シ
メ
ン
ニ
モ
ニ
ル
　

ヲ
　
ス
ル
ヲ

　
傑
蓮
猪
狗
要
詑
鐘
物
一
例
一
追
回
、
　
誠
恐
髭
等
事
件
往
往
陳
告
一
、
　
調
和
に
よ
つ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
焼
埋
銀
の
制
度
は
、
必
然
的

　
フ
ノ
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ル
ニ
　
ク
ノ
ニ
ゼ
ル
　
　
ガ
　
　
　
ス
ル
ハ
　
　
ガ
モ
ト
ト
レ
ル
　
　
ヲ

　
乞
萌
降
一
事
。
省
部
議
得
、
除
下
巳
断
張
緑
回
畠
詑
高
山
元
要
銭
物
一
　
　
に
そ
の
何
れ
と
も
多
少
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
元

　
ニ
キ
ヲ
　
　
　
　
　
　
コ
ト
ト
ナ
ル
ト
　
ガ
　
ニ
セ
ル
　
　
ノ
　
　
　
ノ
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
別
無
当
定
奪
輔
外
、
嫁
出
震
金
見
告
劉
寛
事
理
一
、
並
至
元
八
年
十
一
月
　
　
來
、
蒙
古
人
は
属
人
法
主
義
（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
に
お
い

　
　
セ
ル
　
　
ノ
　
　
　
　
ナ
レ
バ
ス
ラ
ク
ハ
　
リ
　
　
　
　
　
ノ
　
ニ
　
ス
ル
　
　
シ
　
　
　
　
　
シ
　
　
ノ

　
禁
約
巳
前
違
犯
者
、
擬
依
莚
安
路
所
輔
レ
申
革
撲
、
禁
約
昌
巳
後
違
　
　
て
詳
述
す
る
つ
も
り
で
あ
る
が
）
を
採
つ
て
い
た
か
ら
、
元
朝
と
い

　
　
ヲ
　
　
　
テ
　
　
ニ
　
　
セ
ヨ
　
　
シ
テ
　
ジ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
ヲ
　
　
セ
シ
ム

　
犯
者
一
、
依
’
理
追
問
。
呈
奉
菖
都
堂
鈎
旨
鱒
、
准
レ
擬
施
行
。
　
　
・
　
　
　
わ
す
蒙
古
帝
國
の
全
境
域
内
に
お
い
て
は
常
に
二
重
、
三
重
の
異
な

右
の
條
は
姑
が
婦
を
虐
待
、
自
殺
せ
し
め
た
の
で
鳳
族
が
下
入
を
率
　
　
る
法
体
系
が
蛇
び
存
し
て
い
た
。
「
從
其
本
俗
」
と
い
う
有
名
な
句

い
大
學
し
て
封
手
方
に
至
り
賠
償
金
を
要
求
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に
　
　
は
蒙
古
八
支
配
者
の
大
原
則
で
あ
つ
た
。
從
つ
て
蒙
古
帝
國
領
域
内

蝋

　
　
慮
じ
な
い
場
合
は
報
復
を
行
わ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
　
　
に
は
多
く
の
異
な
る
体
系
を
有
す
る
法
が
並
存
し
て
い
た
に
も
か
か
　
2
5

　
　
な
私
闘
を
禁
止
す
る
こ
と
は
祉
會
秩
序
の
維
持
上
必
要
な
の
で
、
中
　
　
．
わ
ら
す
、
μ
i
マ
人
の
如
く
冒
ω
伽
q
①
暮
置
ヨ
を
成
立
せ
し
む
意
圖
　
　
噺

　
　
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
領
主
は
部
族
間
の
孚
い
に
屡
々
干
渉
し
、
　
は
有
し
な
か
つ
た
。
彼
等
は
軍
に
諸
体
系
の
交
錯
黙
を
調
整
し
、
蒙

　
　
部
族
の
報
復
権
を
制
限
し
、
そ
の
代
り
と
し
て
ウ
ェ
ア
ギ
ル
ト
を
認
　
　
古
個
有
法
を
大
な
る
摩
擦
を
生
じ
せ
し
め
な
い
範
幽
に
お
い
て
主
張

　
　
め
た
。
こ
れ
は
中
國
に
お
い
て
も
同
様
で
、
元
朝
は
既
に
人
命
賠
償
　
　
．
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
答
杖
刑
の
打
敷
、
焼
埋
銀
等
は
そ
の
一
、
二
の

　
　
金
と
し
て
の
僥
埋
銀
の
制
度
を
設
け
、
場
合
に
よ
つ
て
は
前
述
の
如
　
　
例
と
し
て
墨
げ
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
矛
盾
す
る
異
種
の
法
を

　
　
く
さ
ら
に
私
和
鎮
の
授
受
も
公
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
　
　
調
整
す
る
手
段
と
し
て
「
約
會
」
の
制
度
が
成
立
し
た
と
見
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
例
に
見
え
る
如
き
暴
力
に
よ
る
賠
償
の
強
制
を
禁
止
し
す
る
こ
と
は
　
　
で
あ
ろ
う
。
約
會
に
關
し
て
は
既
に
有
高
巖
博
士
の
論
考
が
あ
る
が
、

　
　
當
然
で
あ
つ
た
。
同
時
に
逆
に
考
え
れ
ば
．
、
こ
の
よ
う
な
慣
習
が
依
　
　
私
は
梢
か
異
見
を
抱
い
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
他
日
論
℃
る
こ
と
に

謝
　
然
と
し
て
中
國
に
淺
存
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
元
朝
は
敢
で
蒙
古
個
　
　
、
し
た
い
。



2
2
@
　
私
は
仁
井
田
博
士
並
に
リ
ャ
ザ
ー
ノ
フ
ス
キ
！
氏
が
元
の
法
制
を
　
　
’
註

3
　
　
以
て
唐
以
來
の
申
國
法
制
と
同
様
の
基
礎
的
原
理
に
立
つ
も
の
で
あ
　
　
　
①
岩
村
怨
「
元
朝
の
答
杖
刑
に
つ
い
て
」
東
方
學
、
第
三
輯
、
招
和
二
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
一
月
。
　
　
。

　
　
る
と
の
読
に
賛
意
を
表
す
る
に
吝
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
　
　
　
②
仁
井
田
陞
「
元
代
刑
法
史
考
」
象
古
學
・
第
二
號
・
昭
和
十
六
年
・
四

　
　
れ
は
蒙
古
人
支
配
が
「
從
其
本
俗
」
と
い
う
原
理
を
固
く
探
つ
た
か
　
　
　
　
月
。
同
「
中
國
法
制
史
」
（
岩
波
全
書
）
九
五
、
三
四
五
頁
。

　
　
ら
で
あ
つ
て
、
中
國
に
お
け
る
漢
人
（
い
わ
ゆ
る
南
人
も
含
め
て
）
　
　
　
③
O
×
臨
。
鴎
α
ω
一
償
a
¢
ω
一
⇔
ω
。
。
一
9
一
”
且
両
。
。
け
。
日
博
。
田
ω
け
。
曙
・
。
9
ξ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
罵
℃
9
巳
く
言
o
α
q
『
9
。
α
o
跨
゜
〈
9
°
d
ρ
H
O
b
。
8
噂
炉
①
㊤
f
刈
O
°
久
保
正
幡

　
　
支
配
に
當
つ
て
も
こ
の
原
則
は
、
僥
埋
銀
や
打
数
の
如
き
む
し
ろ
末
　
　
・
　
　
「
西
洋
法
制
史
」
一
九
五
二
年
。
特
に
三
四
一
頁
以
下
参
照
・
9
壽
箒
゜

　
　
・
梢
的
部
分
を
除
い
て
は
、
中
國
の
傳
統
的
法
涼
理
に
基
い
た
の
は
極
　
　
．
　
　
一
゜
°
ぎ
↓
冨
切
Φ
α
q
貯
巳
ロ
o
q
o
暁
国
口
σ
q
房
げ
Q
D
o
鼠
騨
ざ
お
器
鴇
℃
や
器
i

　
　
め
て
當
然
の
事
理
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
　
　
　
　
　
ミ
・
。
。
ω
ー
α
・

現
嚢
々
が
利
用
し
得
る
元
朝
法
製
弾
落
ち
元
史
刑
法
志
、
④
聾
γ
礁
雛
蝶
．
難
雛
鞭
論
箋
∵

　
　
元
典
章
、
通
制
條
格
等
は
主
と
し
て
漢
人
に
樹
す
る
元
朝
の
法
制
資
　
　
　
　
　
七
年
・
特
に
コ
兀
代
法
定
之
種
族
四
級
制
」
の
章
を
参
照
。
　
　
　
　
　
2
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料
と
見
な
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
・
　
　
、
、
⑤
自
．
。
蓬
P
踏
豊
邑
・
・
§
・
α
・
多
二
仁
・
・
ω
書
葛
よ
゜
「

　
．
豪
L
「
東
洋
史
研
究
」
の
編
集
者
か
ら
寄
稿
を
求
め
ら
れ
た
際
・
た
　
　
　
⑥
焼
埋
銀
は
元
典
章
、
四
±
二
、
焼
埋
の
條
以
下
に
随
所
に
見
．
凡
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蒙
古
文
直
課
体
で
は
焼
埋
銭
と
な
つ
て
い
る
。
丈
語
と
國
語
の
相
異
に

　
　
　
ま
た
ま
幅
九
五
〇
年
十
月
以
來
、
人
文
科
學
研
究
所
で
會
讃
を
綾
　
　
　
　
　
過
ぎ
な
い
・
但
し
後
出
の
私
和
銭
は
必
ず
饒
と
な
つ
て
い
る
。

　
　
　
け
て
來
た
元
典
章
、
刑
部
を
完
了
し
た
の
で
、
そ
の
思
い
出
と
し
　
　
　
・
⑦
註
③
所
掲
諸
書
参
照
。

　
　
　
て
こ
の
哨
文
を
草
す
る
こ
と
に
し
た
。
會
護
に
當
つ
て
多
く
の
教
　
　
　
⑧
元
典
章
で
は
私
和
、
打
合
、
休
湘
、
私
休
等
の
丈
字
が
使
用
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。

　
　
　
示
を
得
た
宮
崎
市
定
、
安
部
健
夫
、
士
口
川
妾
郎
、
山
本
守
、
藤
　
⑨
有
高
巖
「
元
代
の
訴
訟
裁
判
農
の
箋
」
蒙
墓
報
・
箋
號
・
昭

　
　
　
枝
晃
、
佐
伯
富
、
山
崎
忠
、
岡
崎
精
郎
、
佐
藤
圭
四
郎
の
諸
氏
に
　
　
　
　
　
和
＋
五
年
・
六
ー
九
頁
。

　
　
　
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
（
一
九
五
三
年
五
月
）



"Wergild" under the Mongol-Yuan Dynasty

Shinobu lwamura

Under the customary law of the pre-dynastic Mongols there was

undoubtedly the practice of a kind of "wergild," the price to be paid

by the kindred of, a manslaughter to the kindred of the slain person as

we find in Anglo-Saxon and Germanic law. When the Mongols conquered

China, they introduced the wergild system there and put it into their

legal system in the form of etshao-mai·ch'ien(~t!,~)."However, it was not

that the Mongol conquerors forced and compelled the conquered Chinese

to pay wergild in case of murder or manslaughter, paying regard neither

to tradional Chinese statute law nor to their customary law, because

the Chinese themselves had the practice of paying ~, ssu-ho-ch'ien(fA;f:I:lif),"
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though~it was illegal. In the author's view, under the Mongol-Yuan dynasty

various systems of law coexisted side by side, e.g., one for the Mongols,

another for the Muslims, yet another for the Chinese, etc. The law

books of the Yuan dynasty such as the Section of Law in the Yuan·

shih (jt~), the Yuan-tien·ch'ang (5t~~) and the T'ung-chih-t'iao-ko

(Ji#JU~l*) ,c0!1tain laws, regulations and judiciary decisions principally

for the Chinese but not for the other peoples resident in China. Per

sonal jurisdiction was a legal principle held by the Mongol conquerors;
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